
議論の整理 
（平成２５年１月９日・医療保険部会まとめ） 

 
３．７０歳から７４歳の患者負担の取扱い 
  
○ ７０歳から７４歳の患者負担については、平成２０年４月から法律上２割負担とされているが、毎年度約２０００億円の予算  
  措置により、１割負担に凍結されている。 
  
○ これについて、大綱において、「７０歳以上７５歳未満の方の患者負担について、世代間の公平を図る観点から、見直しを 
  検討する。」、「平成２４年度は予算措置を継続するが、平成２５年度以降の取扱いは平成２５年度の予算編成過程で検討  
  する。」とされていることから、平成２５年度以降の取扱いについて、本来の２割負担に戻すのかどうかという点と、２割負担 
  に戻すとすれば、どのような形で戻すかという点を中心に当部会で議論を行った。 
  
○ 前者については、他の世代との負担の公平性の観点から、早急に法律上の２割負担に戻すべきとの意見が多かった。 
  一方で、負担の増加による受診控えにより症状の悪化等が懸念されるため、現行の措置を維持すべきとの意見もあった。 
  
○ また、後者については、公平性の観点から見直しは行うべきだが、引上げによる負担感を軽減するため、現在１割負担で 
  ある者の負担割合は変更せず、平成２５年度以降新たに７０歳以上となる者から３割負担が２割負担となることとし、段階的 
  に法律上の負担割合に戻すべきとの意見や、医療保険財政は猶予を許さない厳しい状況であること等から、平成２５年度 
  から直ちに７０歳から７４歳の者を一律２割負担にすべきとの意見があった。また、実施する場合には、低所得者等に配慮   
  を行うべきとの意見が多かった。 
   
○ なお、７０歳から７４歳の者を含めて国民に対して十分な説明をすべきという意見、対象者への周知と市町村におけるシス 
  テム対応等現場が混乱しないよう十分な準備期間をとるべきとの意見、システム改修は国が必要な費用を負担すべきとの 
  意見があった。また、年齢ごとの負担割合の水準については、高齢者医療制度の在り方の中で議論すべきとの意見があっ 
  た。 
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日本経済再生に向けた緊急経済対策 
（平成２５年１月１１日閣議決定） 

   ７０～７４歳の医療費自己負担については、当面、１割負担を継続する措置を講じるが、本措置の在り方については、世代
間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等とあわせて引き続き検討し、早期に結論を得る。 

第３章 具体的施策 

 Ⅲ．暮らしの安心・地域活性化 

  １．暮らしの安心の確保 

   （１）安心できる医療体制の構築等 

経済財政運営と改革の基本方針について 
（平成２５年６月１４日閣議決定） 

第３章 経済再生と財政健全化の両立 

 ３． 主な歳出分野における重点化・効率化の考え方 

  （１） 持続可能な社会保障の実現に向けて 

   ② 社会保障の主要分野における重点化 

(医療・介護) 

 ・高齢者医療の自己負担の見直しについて検討し、早期に結論を得る。43 

 43 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)では「70～74歳の医療費自己負担については、当面、１割負担を継続 
  する措置を講じるが、本措置の在り方については、世代間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等とあわせて引き続き検討し、 
  早期に結論を得る」とされた。 
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第２部 社会保障４分野の改革 
 Ⅱ 医療・介護分野の改革 
  ３ 医療保険制度改革 
   （２）医療給付の重点化・効率化（療養の範囲の適正化等） 
 
○ また、現在、暫定的に1 割負担となっている７０～７４ 歳の医療費の自己負担については、現役世代とのバランスを考慮し、高齢者
にも応分の負担を求める観点から、法律上は２ 割負担となっている。この特例措置については、世代間の公平を図る観点から止める
べきであり、政府においては、その方向で、本年６ 月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」のとおり「早期に結論を得る」
べきである。その際は、低所得者の負担に配慮しつつ、既に特例措置の対象となっている高齢者の自己負担割合は変わることがない
よう、新たに７０ 歳になった者から段階的に進めることが適当である。 

 社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日社会保障制度改革国民会議） 

 
一 講ずべき社会保障制度改革の措置等 
 ２．医療制度 
 高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、国民皆保険制度を維持することを旨として以下のとおり、
必要な改革を行う。 
（６）持続可能な医療保険制度を構築するため、次に掲げる事項等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

① 医療保険制度の財政基盤の安定化について次に掲げる措置 
  イ～ハ （略） 
② 保険料に係る国民の負担に関する公平の確保について次に掲げる措置 
イ～ニ （略）  

③ 保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等について次に掲げる措置 

イ 低所得者の負担に配慮しつつ行う、７０歳から７４歳までの者の一部負担金の取扱い及びこれと併せて検討する負担能力に
応じた負担との観点からの高額療養費の見直し 

ロ 医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平の観点からの外来・入院に関する給付の見直し 

  

 社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 
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